
「茨城県国際化推進計画（案）」に関する意見募集について 

茨城県では，社会経済のグローバル化の進展や外国人県民の増加などの社会

情勢の変化に対応した国際化施策を総合的に推進するため，平成 23 年度から 27

年度までの 5 年間を計画期間とする，「茨城県国際化推進計画」の策定を進め

ています。 
 つきましては，「茨城県国際化推進計画（案）」について，下記により県民

の皆様からご意見を募集することとしましたのでお知らせします。 

 

 

                        記 

１ 募集期間 

  平成２２年１２月２０日（月）～平成２３年１月１８日（火）  

           （※ 郵送の場合は当日消印まで有効とします。） 

２ ご意見の提出方法 

（１）「パブリックコメント記入様式」に必要事項を記載のうえ，郵送，         

ＦＡＸ 又は電子メールのいずれかの方法で下記の提出先にご提出下さい。 

（２）ご意見をいただきたい主なポイント 

• 「計画の基本方向」について  

• 「目標実現に向けた取り組み」の内容について 

• その他、今回の計画に盛り込んでほしい施策等について   

（３）ご意見の提出先 

     ①郵送の場合 

       〒３１０－８５５５  水戸市笠原町９７８－６ 

         茨城県生活環境部国際課 国際化推進グループあて 

   ②ＦＡＸの場合 

       ０２９－３０１－１３７５ 国際化推進グループあて 

   ③電子メールの場合 

       kokuko1@pref.ibaraki.lg.jp  国際化推進グループあて 



      ※電子メールでお送りいただく場合は，「パブリックコメント記入

様式」にご記入のうえ，上記提出先のメールアドレスに添付ファイ

ルとしてお送りいただくか，記入用紙と同様の内容を直接メール本

文にご記入のうえ，お送り下さい。 

  ・パブリックコメント記入様式（word文書）

（http://www.pref.ibaraki.jp/bukyoku/seikan/kokuko/jpn/news/H2
2/publiccomment/publiccomment-kinyuuyoushiki.doc） 

３ 「茨城県国際化推進計画（案）」の閲覧方法 

（１）資料の入手方法 

下記の項目をクリックすると，「茨城県国際化推進計画（案）」に関す

る資料をご覧いただけます。 

   ・「茨城県国際化推進計画(案)」概要

（http://www.pref.ibaraki.jp/bukyoku/seikan/kokuko/jpn/news/H2
2/publiccomment/kokusaikasuishinkeikaku-an-gaiyou.pdf） 

・「茨城県国際化推進計画(案)」本文

（http://www.pref.ibaraki.jp/bukyoku/seikan/kokuko/jpn/news/H2
2/publiccomment/kokusaikasuishinkeikaku-an.pdf） 

   ・茨城県ホームページ （http://www.pref.ibaraki.jp/） 

（２）閲覧場所 

   意見募集期間中は，以下の８箇所において，資料を閲覧いただけます。 

   ①行政情報センター（水戸市笠原町９７８－６ 県庁舎３階） 

   ②国際課（水戸市笠原町９７８－６ 県庁舎１２階） 

③茨城県国際交流協会（水戸市千波町後川 745 県民文化センター分館 2

階） 

④茨城県外国人就労・就学サポートセンター（常総市水海道森下町

4346-3） 
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   ⑤県北県民センター県民福祉課（常陸太田市山下町 4119 常陸太田合同

庁舎内） 

   ⑥鹿行県民センター県民福祉課（鉾田市鉾田 1367-3 鉾田合同庁舎内） 

   ⑦県南県民センター県民福祉課（土浦市真鍋 5-17-26 土浦合同庁舎内） 

   ⑧県西県民センター県民福祉課（筑西市二木成 615 筑西合同庁舎内） 

 

４ 注意事項 

（１）電話でのご意見はお受けできません。 

（２）ご意見に対する個別の回答はいたしません。 

（３）お寄せいただいたご意見とともに，個人は，住所（市町村名），年齢，  

性別，職業を，法人・団体は，業種，所在地（市町村名）を公表する場合

がありますので，ご了承願います。 

（４）ご意見の内容を確認させていただく場合がありますので，ご了承願いま

す。 

（５）募集期間内に到着しなかったもの，上記の提出方法以外で提出されたも

の及び次の内容が含まれるものは，無効とします。 

     ・個人や特定の団体を誹謗中傷する内容 

     ・個人や特定の団体のプライバシーを侵害する内容 

     ・法令や公序良俗に反する内容 

５ ご意見に関する取扱い 

お寄せいただいたご意見につきましては，当課で取りまとめのうえ，ご意

見に対する考え方を付して公表するとともに，当指針の最終案を作成する参

考とさせていただきます。 

６ お問い合わせ先 

   茨城県生活環境部国際課 国際化推進グループ 

     電話番号 ０２９－３０１－２８５７ 


